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学生としての本業の「勉学」に影響しない範囲内であること。
週に２８時間以内。ただし、学校が定めた長期休暇中は、１日８時間以内であること。

日本の法令に違反しないこと。
就職活動の一環として職業体験を目的とするものであること。

風俗関係の仕事をしないこと。

留学するのにかかる費用（月額に換算する。）

アルバイトで生活費を賄うことはできるが、学費・寮費まではを賄うことはできない。

約１,０００〜１,５００円
生活費の例（月額に換算する。）

約1万円(学生免除制度あり)

生活費には、

国民健康保険・国民年金等、日本に住ん
でいる人は納めなければならない費用
が含まれている。

学 費

寮 費

合 計
生 活 費

６万円
約４万円
約１０万円
約２０万円

アルバイトで稼げる給料（月額に換算する。）
ル ー ル 週に２８時間以内
平均給料

１１,２０００〜１６８,０００円月 給
１時間１０００〜１５００円

資格外活動許可される要件

携 帯 電 話 料
国 民 年 金

国 民 健康 保険

毎月の差額：３２,０００〜８８,０００円

交 通 費

食 費

資格外活動許可について

約２万円
約４万円
約１万円

資格外活動許可とは、原則留学生としては、アルバイト等「勉学」以外の活動をすることができない
が、就職体験や生活費を稼ぐために、出入国在留管理局に申請することで、週に２８時間を限度に、
働くことが認められるもの。

約１万円 買 い物 など

ルールを守りましょう。


